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○建築基準法施行細則（抜粋）

昭
京 和３６年９月１

都府規則第２７
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ロ
ロ
弓

（用語）

第１条この規則において、「法」とは建築基準法（昭和25年法律第201号)、「令」とは建築基
準法施行令（昭和25年政令第338号)、「省令」とは建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第
４０号)、「条例」とは建築基寧法施行条例（昭和35年京都府条例第13号）をいう。

（昭54規則４４.平７規則２６．－部改正）

守抹建築物の定則報恰

第11条法第12条第１項の規定により所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理
者。以下第14条までにおいて同じ｡）が定期に報告しなければならない建築物は、次に掲げる
ものとする。

（１）ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、そ
の用途に供する部分の床面欄の合計が2,000平方メートルを超えるもの

（２）病院又は診療所（患者の収容施設を有しないものを除く。）の用途に供する建築物で、
その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

（３）下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の
合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分を３階以上の階に有するも
の

（４）ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500
平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の３階以上の階における床面椒の合
計が100平方メートルを超えるもの

（５）百貨店、マーケット物品販売業を営む店舗又は展示場の用途に供する建築物で、その
用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

（６）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途
に供する部分のうち客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの又はその用途に
供する部分の３階以上の階における床面徽の合計が100平方メートルを超えるもの

（７）遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ、パー、飲食店又は
公衆浴場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面穣の合計が500平方メート
ルを超えるもの又はその用途に供する部分の３階以上の階における床面薇の合計が100平
方メートルを超えるもの

（８）児童福祉施設等（適所施設を除く｡）の用途に供する建築物で、その用途に供する部分
の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

２法第12条第１項の規定による報告は、省令第５条第２項に規定する報告轡に次の表に掲げ

る図書並びに知率が定める敷地、一般構造、檎造強度、耐火構造等及び避難施設等の調査の結
果を記載した露類を添えて所長に提出して行うものとする。

１ 

図書の種類 明示する事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配畷図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに数
地に接する道路の位霞及び幅員

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位圃、開口部及び防火戸の位髄鮖延

焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の檎造、防火区画及び隔壁の付INf並び
に非常口、非常用進入口及び避難施設の位圃



３前項の報告醤は､報告の日前３月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでな
ければならない。

４省令第５条第１項の規定による報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる年度の４月から12月までの間とし、以後それぞれの年度の翌年

（昭49規則３１.昭54規則４４.昭58規則１２.平５規則２０.平10規則１８.平13規則２１．
平16規則３.平16規則７．平16規則１３．平17規則２０．平17規則３８.平17規則５６．－
部改正）

．（昇降機の定期報告）

第12条法第12条第３項の規定により所有者が定期に報告しなければならない昇降機は、エレ

ペーター（労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第41条第２項に規定する性能検査を受け
なければならないもの及び住戸内に設けられたものを除く｡）及びエスカレーターとする。

２法第12条第３項の規定による昇降機に係る報告は、省令第６条第２項に規定する報告響に

知事が定める検査の結果を記載した欝類を添えて所長に提出して行うものとする。

３前項の報告聾は､報告の日前２月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでな

ければならない。

４省令第６条第１項の規定による報告の時期は、１年ごととする。

（昭49規則３１.全改、昭54規則４４.昭58規則１２.平13規則２１.平16規則３.平16規

則７・平17規則３４．－部改正）

（建築設備の定期報告)

第13条法第12条第３項の規定により所有者が定期に報告しなければならない建築設備は、第

１１条第１項各号（第３号を除く｡）に掲げる建築物に係る換気設備、排煙設備、非常用の照明

装涜並びに給水設備及び排水設備とする。

２法第12条第３項の規定による建築設備に係る報告は、省令第６条第２項に規定する報告書

．に次の表に掲げる図書並びに知事が別に定める換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに

給水設備及び排水設備の検査の結果を記載した警類を添えて所長に提出して行うものとする。

２ 

第１項第１号及び第４号に掲げる建築物 昭和５８年度

第１項第２号及び第５号に掲げる建築物 昭和５９年度

第１項第６号及び第７号に掲げる建築物 昭和６０年度

第１項第３号に掲げる建築物のうち福知山市，亀岡市、向日市、南丹市及び

京丹波町に所在する建築物

平成１１年度

第１項第３号に掲げる建築物のうち城陽市、八幡市、京田辺市、大山崎町、

久御山町、井手町、宇治田原町、山城町、木津町、加茂町、笠置町、和束町、

精華町及び南山城村に所在する建築物

平成１２年度

第１項第３号に掲げる建築物のうち舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京

丹後市、伊根IIT及び与謝野町に所在する建築物

平成１３年度

第１項第８号に掲げる建築物 平成１４年度

度から起算して３年を経過する年度ごとの４月から12月までの間とする。

図書の種類 明示する事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

建築物等の

配闘FZI

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敦

地に接する道路の位掻及び幅員

排煙設備等

の機械器具

の位儒図

縮尺、方位、各階の間取り叫各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位

極並びに分電盤、配線図及び系統図



３前項の報告響は､報告の日前３月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでな
ければならない。

４省令第６条第１項の規定による報告の時期は、毎年度４月から12月までの間とする。
（昭49規則３１.追加、昭54規則４４.昭58規則１２．平10規則１８．平13規則２１．平16規
則３．平16規則７.平17規則３４．－部改正）

（遊戯施設等の定期報告）

第14条法第88条第１項において準用する法第12条第３項の規定により所有者が定期に報告し
なければならない工作物は、次に掲げるものとする。

（１）乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するもの
を除く｡）

（２）ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
（３）メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をす
る遊戯施設で原動機を使用するもの

２法第88条第１項において準用する法第12条第３項の規定による工作物に係る報告は、省令
第６条第２項に規定する報告轡に知事が別に定める検査の結果を記載した書類を添えて所長
に提出して行うものとする。

３前項の報告轡は､報告の日前１月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでな
ければならない。

４省令第６条第１項の規定による報告の時期は、１年ごととする。

（昭49規則３１.追加、昭54規則４４.昭58規則１２.平13規則２１.平16規則３．平16規
則７．平17規則３４．－部改正）

３ 
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IlfiN・メンテグループ

Nｑ 機関名称 郵便番号 住所 葹話番号 連絡担当部署 分析受付
開始･日

[京都府］ 119 

120 

121 

122 

㈱島津テクノリサーチ

伽京都工塒保健金

㈱ジーエス鰯境科学研究所

㈱ユニチカ瀕塊技術センター

〒604-8436

〒604-8472

〒601-8397

〒611-0021

京都府京都市中京区西ノ京下合町一番地

京都府京都市中京区西ノ京北壷井''１]｢67廿地

京都府京都市南区吉祥壕新田壱ノ段町５番地

京都府宇治市宇治小桜2３

O75-811-3181 

O75-823-O528 

O75-313-6791. 

O774-25-2522 

営業部

環境保健部

営莱部

営莱部

Ｈ１7．８．２２ 

Ｈ1７ ９ １ 

Ｈ１７ ， 1２ 

Ｈ1８ １ 1６ 

[大阪府］

● 

｡ 

● 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

1鍵

日本灘境分析センター㈱

㈱田岡化学分析センター

中央労働災害防止協会
大阪労働衛生麓合センター

三菱マテリアル資源閲発㈱
大阪化学分析センター

㈱日本保健輔生協会

日本メンテナスエンジニヤリング㈱

日本水処理工乘㈱

蝿タック環境分析センター

㈱麓合水研究所

㈱片山化学エ繁研究所

㈱中研コンサルタント

㈱三井化学分析センター大阪分析部

〒565-0816

〒532-0006

〒550-0001

〒590-0985

〒564-0036

〒578-0965

〒530-0Ｍ６

〒578-8585

〒590-0984

〒533⑩023

〒551-0021

〒592-0001

大阪府吹田市長野東17-20

大阪府大阪市淀川区西三国４－２－１１

大阪府大阪市西区土佐堀２丁目３－８

大阪府堺市戎島町５丁目１番地

大阪jNf吹田市寿町２丁目17番２号

大阪府東大阪市本庄西１丁目10番24号

大阪府大阪市北区菅原町８－１４

大阪府東大阪市岩田町２丁目３番１号

大阪府堺市刊I南辺町1丁目４笹６号

大阪府大阪市東淀川区東淡路１－６－７

大阪府大阪市大正区南Ra加島７－１－５５

大阪府高石市高砂１－６

06-(i875-7557 

Olj-6396-l681 

O6-6448-3784 

O72-221-6011 

O6-6381-4381 

O6-4309-3711 

Oけ6363-5660

O【j-6725-6688

O72-224-3532 

O6-6321-7317 

O6-6556-2380 

O72-268-3313 

技輔ljIl発部

分析illHI定室

営菜チーム

諏填駆薙部

アスベスト分析セン
グー

検迩線

営業部

室析分

大阪分析センター

技術部材料糊塗蝶

環境分析０

Ｈｌ７ ７ 1５ 

Ｈｌ７ 1０ 1１ 

Ｈ１7.11.2`Ｉ 

Ｈ１7．１１．１ 

H17-12-1d 

Ｈ１8．１．．１ 

Ｈ１7.11.20 

Ｈ１8．４ １ 

Ｈ１7．７ 1 

Ｈ１8．１ ４ 

Ｈ１7．７ 1 

Ｈ１8．８ 1７ 

[兵庫県］ 135 

136 

137 
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139 
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142 
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145 
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鰯ケイエヌラポアナリシス

ツルイ化学㈱

㈱コペルコ科研

OMIひょうご環境剣道tiI会

三洋麺機㈱現境リサーチセンター

灘境ソルテック

住友職工テクニカルソリューションズ㈱

川重テクノサーピス㈱

㈱カネカテクノリサーチ

住友金属テクノロジー㈱受舵､【究礪莱部

富士通分析ラボ㈱

iｵﾘ兵騨分析センター

〒660-0095

〒676-8686

〒651-0073

〒654-0037

〒675~2398

〒676-8540

〒664-0016

〒673-8666

〒652-0803

〒660-0891

〒674-8555

〒671-1116

兵蠅県尼崎市大浜町１－１

兵血県高砂市荒井町新湊２丁目１番１号
三藻亟工業㈱高砂研究jﾜ『内

兵駆県神戸市中央区鴎浜海岸麺１丁目５－１
(国際l盤Bi[開発センター６階）

兵庫県神戸市須磨区行平lｕＴ３－１－３１
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